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（平成２１年４月実施予定）第第第第１１１１ 政令指定都市移行政令指定都市移行政令指定都市移行政令指定都市移行にににに伴伴伴伴うううう改正改正改正改正

１１１１ 契約議案金額契約議案金額契約議案金額契約議案金額のののの引引引引きききき上上上上げげげげ

地方自治法第９６条第１項第５号，地方自治法施行令第１２１条の２第１項・別

議会議会議会議会のののの議決議決議決議決にににに付付付付すべきすべきすべきすべき契約 工事又契約 工事又契約 工事又契約 工事又はははは製造製造製造製造のののの請請請請表第３の規定に基づき， の対象である

の予定価格を 以上（現行２億円以上）に改める。負負負負 ３３３３億円億円億円億円

２２２２ 随意契約随意契約随意契約随意契約によることができるによることができるによることができるによることができる場合場合場合場合のののの額額額額のののの引引引引きききき上上上上げげげげ

地方自治法第２３４条第２項，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号・

別表第５の規定に基づき，随意契約によることができる場合の額を次のとおり改め

る。

(1) （現行130万円）以下工事又工事又工事又工事又はははは製造製造製造製造のののの請負請負請負請負 250250250250万円万円万円万円

(2) （現行80万円）以下財産財産財産財産のののの買入買入買入買入れれれれ 160160160160万円万円万円万円

(3) （現行40万円）以下物件物件物件物件のののの借入借入借入借入れれれれ 80808080万円万円万円万円

(4) （現行30万円）以下財産財産財産財産のののの売払売払売払売払いいいい 50505050万円万円万円万円

(5) 物件の貸付け 30万円（現行どおり）以下

(6) （現行50万円）以下前各号前各号前各号前各号にににに掲掲掲掲げるものげるものげるものげるもの以外以外以外以外のもののもののもののもの 100100100100万円万円万円万円

３３３３ 地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの物品等又物品等又物品等又物品等又はははは特定役務特定役務特定役務特定役務のののの調達手続調達手続調達手続調達手続のののの特例特例特例特例をををを定定定定めるめるめるめる政令政令政令政令のののの適用適用適用適用

政令指定都市移行に伴い政府調達に関する協定及び地方公共団体の物品等又は特

定役務の調達手続の特例を定める政令（以下「特例政令」という ）の規定が適用。

されることになるが，その概要は次のとおりである。

(1) 特例政令の規定が適用される調達契約（以下「特定調達契約」という ）。

ア の調達契約 以上物品等物品等物品等物品等 20202020万万万万ＳＤＲ（ＳＤＲ（ＳＤＲ（ＳＤＲ（3333,,,,500500500500万円万円万円万円））））

イ 特定役務のうち の調達契約 以上建設工事建設工事建設工事建設工事 1111,,,,500500500500万万万万ＳＤＲ（ＳＤＲ（ＳＤＲ（ＳＤＲ（26262626億億億億3333,,,,000000000000万円万円万円万円））））

建築建築建築建築のためののためののためののためのサービスサービスサービスサービス，，，，エンジニアリングエンジニアリングエンジニアリングエンジニアリング・・・・サービスサービスサービスサービスそのそのそのその他他他他ウ 特定役務のうち

の調達契約 以上のののの技術的技術的技術的技術的サービスサービスサービスサービス 150150150150万万万万ＳＤＲ（ＳＤＲ（ＳＤＲ（ＳＤＲ（2222億億億億6666,,,,000000000000万円万円万円万円））））

エ 特定役務のうち の調達契約 以上上記以外上記以外上記以外上記以外 20202020万万万万ＳＤＲ（ＳＤＲ（ＳＤＲ（ＳＤＲ（3333,,,,500500500500万円万円万円万円））））

(2) 特定調達契約の締結が見込まれるときは，年度ごとに，競争入札参加資格を公

示しなければならない。

(3) 上記(2)の公示をした場合は，当該特定調達契約に係る競争入札参加資格審査

申請を随時受け付けるものとし，申請を受理したときは，速やかに審査を行うと

ともに，その結果を通知しなければならない。

(4) 特定調達契約に係る競争入札については，入札参加者の事業所の所在地に関す

る資格を定めることができない。

(5) 特定調達契約に係る一般競争入札の公告又は指名競争入札の公示は，その入札

期間の末日の前日から起算して までにしなければならない。ただし，急４０４０４０４０日前日前日前日前

を要する場合においては，その期間を までに短縮することができる。公１０１０１０１０日前日前日前日前

告又は公示においては，特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び手

続において使用する言語を明らかにするほか，次に掲げる事項を英語により記載

するものとする。

ア 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量

イ 入札期日

ウ 特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

(6) 上記(5)の公告又は公示をした場合において，当該公告又は公示に係る競争入

札に参加しようとする者から入札参加資格審査申請があったときは，速やかに資

格審査を行わなければならない。

(7) 特定調達契約につき競争入札により契約を締結しようとするときは，競争入札

に参加しようとする者に対し，その者の申請により，入札説明書を交付するもの
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とする。

(8) 特定調達契約に係る競争入札については，郵便による入札を禁止してはならな

い。

(9) 特定調達契約については，最低制限価格を設けることができない。

(10) 特定調達契約に係る競争入札により落札者を決定した場合において，落札者

とならなかった入札者から請求があったときは，速やかに落札者とならなかった

理由等を書面により通知するものとする。

(11) 特定調達契約について，競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約

の相手方を決定したときは，当該決定した日の翌日から起算して に落７２７２７２７２日以内日以内日以内日以内

札者又は随意契約の相手方の名称及び所在地等を公示するものとする。

(12) 特定調達契約に係る公告又は公示については，県報，市報又はこれらに相当

するものによりしなければならない。

(13) 特定調達契約に係る苦情処理手続を定めなければならない。

(14) 特定調達契約について必要な事項は，特定地方公共団体の規則で定める。

４４４４ 工事業者工事業者工事業者工事業者のののの所属所属所属所属エリアエリアエリアエリア変更変更変更変更

政令指定都市移行に伴う区制の施行にあわせ，建設工事指定業者の所属エリアを

次のとおり変更する。

全市エリア 大エリア 中エリア 小エリア 中学校区

北区Ⅰ－１ 岡北 京山 石井

北区Ⅰ 北区Ⅰ－２ 岡山中央 桑田 岡輝

北区 北区Ⅰ－３ 御南 吉備

北区Ⅱ－１ 中山 高松

北区Ⅱ 北区Ⅱ－２ 香和 足守

北区Ⅱ－３ 御津 建部

市内全域 中区 中区 中区－１ 竜操 高島 操山

中区－２ 東山 操南 富山

東区－１ 旭東 上南

東区 東区 東区－２ 西大寺 山南

東区－３ 上道 瀬戸

南区Ⅰ 南区Ⅰ－１ 芳田 芳泉 福浜

南区 南区Ⅰ－２ 福南 光南台

南区Ⅱ 南区Ⅱ－１ 妹尾 福田

南区Ⅱ－２ 興除 藤田 灘崎

（平成２１年４月実施予定）第第第第２２２２ 各契約各契約各契約各契約にににに共通共通共通共通するするするする事項事項事項事項

１１１１ 電子入札電子入札電子入札電子入札のののの実施実施実施実施

((((1111)))) 工事工事工事工事

許容価格 1,500万ＳＤＲ の入札（ＪＶ対象工250250250250万円超万円超万円超万円超 （（（（26262626億億億億3333,,,,000000000000万円万円万円万円））））未満未満未満未満

事を除く ）を対象。

※ 1,500万ＳＤＲ（26億3,000万円）以上及びＪＶ対象工事は郵便入札

((((2222)))) 物品物品物品物品

許容価格 20万ＳＤＲ の入札を対象1111,,,,000000000000万円超万円超万円超万円超 （（（（3333,,,,500500500500万円万円万円万円））））未満未満未満未満

※ 160万円（製造の請負は250万円）超1,000万円以下及び20万ＳＤＲ（3,500

万円）以上は郵便入札

((((3333)))) 委託委託委託委託

アアアア 建設建設建設建設コンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタント業務等業務等業務等業務等
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許容価格 150万ＳＤＲ の入札を対象100100100100万円超万円超万円超万円超 （（（（2222億億億億6666,,,,000000000000万円万円万円万円））））未満未満未満未満

※ 150万ＳＤＲ（2億6,000万円）以上は郵便入札

イイイイ そのそのそのその他他他他

平成２２年度以降実施（順次対象拡大）予定

※ 許容価格20万ＳＤＲ（3,500万円）以上は郵便入札

２２２２ 新規創業者等新規創業者等新規創業者等新規創業者等のののの競争入札参加資格制限競争入札参加資格制限競争入札参加資格制限競争入札参加資格制限のののの改正改正改正改正

競争入札に参加することのできない者のうち，新規創業者等に関する制限を「資

格の審査を受ける日の属する月の 以降（現行 定期申請：資格の審査を直前直前直前直前１２１２１２１２月月月月

受ける日の属する年の１月１日の直前１年以降，随時申請：資格の審査を受ける日

の属する月の直前１７月以降）に創業し，又は当該法人を設立した者」に改める。

ただし，工事の場合は，２期以上連続して経営事項審査を受けている者，その他

の場合は，１期以上の決算を経て当該決算書が提出できる者でなければ，競争入札

参加資格審査申請を行うことができない。

３３３３ 指名停止基準指名停止基準指名停止基準指名停止基準のののの一部改正一部改正一部改正一部改正

許容価格等の開札時公表への一部変更に伴い，別表第１２項（不正又は不誠実な

行為）に次の１号を加える。

公表前公表前公表前公表前にににに許容価格許容価格許容価格許容価格，，，，調査基準価格調査基準価格調査基準価格調査基準価格，，，，最低制限価格最低制限価格最低制限価格最低制限価格，，，，設計金額及設計金額及設計金額及設計金額及びそのびそのびそのびその内訳等内訳等内訳等内訳等のののの未未未未

公表情報公表情報公表情報公表情報をををを探探探探ろうとするろうとするろうとするろうとする行為行為行為行為

（平成２１年４月実施予定）第第第第３３３３ 工事契約関係工事契約関係工事契約関係工事契約関係

１１１１ 一般競争入札一般競争入札一般競争入札一般競争入札のののの全面実施全面実施全面実施全面実施

一般競争入札一般競争入札一般競争入札一般競争入札のののの対象対象対象対象 250250250250万円万円万円万円をををを超超超超工事の を，原則として随意契約を除く許容価格

（現行：2,500万円以上）に拡大し，許容価格1,500万ＳＤＲ（26億えるえるえるえる全全全全てのてのてのての工事工事工事工事

3,000万円）未満（ＪＶ対象工事を除く ）は電子入札を，それ以上は郵便入札を。

実施する。

２２２２ 請負業者選定要領請負業者選定要領請負業者選定要領請負業者選定要領のののの廃止廃止廃止廃止とととと入札参加資格要件設定要綱入札参加資格要件設定要綱入札参加資格要件設定要綱入札参加資格要件設定要綱のののの制定制定制定制定

(1) 岡山市建設工事請負業者選定要領を廃止し，同要領と岡山市建設工事一般競争

入札実施要綱第３条の参加資格をあわせて 「岡山市建設工事入札参加資格要件，

の設定に関する要綱」を制定する。

(2) を別表のとおり改める。業種別業種別業種別業種別・・・・許容価格別許容価格別許容価格別許容価格別のののの入札参加入札参加入札参加入札参加エリアエリアエリアエリア

※ 土木・建築工事については，暫定措置を設ける。

３３３３ 総合評価一般競争入札総合評価一般競争入札総合評価一般競争入札総合評価一般競争入札のののの対象拡大等対象拡大等対象拡大等対象拡大等

(1) を総合評価一般競争入札総合評価一般競争入札総合評価一般競争入札総合評価一般競争入札のののの対象対象対象対象

（ ）ア 許容価格 現行：５億円以上10億円未満特別簡易型特別簡易型特別簡易型特別簡易型 ２２２２億円以上億円以上億円以上億円以上５５５５億円未満億円未満億円未満億円未満

の工事

イ 許容価格 （現行：10億円以上）の工事簡易型簡易型簡易型簡易型 ５５５５億円以上億円以上億円以上億円以上

に改める。

許容価格 開札時公表許容価格 開札時公表許容価格 開札時公表許容価格 開札時公表(2) 総合評価一般競争入札については， を現在の事前公表から

に改める。

高落札率入高落札率入高落札率入高落札率入(3) 許容価格の開札時公表に併せ，総合評価一般競争入札については，

の対象から する。札調査 除外札調査 除外札調査 除外札調査 除外

(4) を，現行の総合評価点総合評価点総合評価点総合評価点のののの算定方法算定方法算定方法算定方法

・ 加算方式（価格評価点＋技術評価点）
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から，

除算方式除算方式除算方式除算方式（（（（技術評価点技術評価点技術評価点技術評価点（（（（標準点標準点標準点標準点＋＋＋＋加算点加算点加算点加算点）／）／）／）／入札価格入札価格入札価格入札価格））））××××100100100100,,,,000000000000,,,,000000000000・

（小数点第５位以下切り捨て）に改める。

(5) 岡山市工事成績評定活用基準第８条第１号の規定に基づく優遇措置により総合

評価一般競争入札に参加する者については，特別簡易型及び簡易型の技術評価項

目のうち，過去５年間の岡山市における優良工事施工業者表彰の有無は適用しな

いこととする。

(6) 特別簡易型及び簡易型の技術評価項目のうち， の配点を本店所在地本店所在地本店所在地本店所在地

市内業者及び従業員数50人以上の準市内業者 1.0点（現行どおり）

0.5点（現行どおり）従業員数従業員数従業員数従業員数10101010人以上人以上人以上人以上のののの準市内業者準市内業者準市内業者準市内業者

（現行：0.5点）準市内業者準市内業者準市内業者準市内業者 0000....2222点点点点

上記以外の者 0点（現行どおり）

に改めるとともに， については，工事発注場所の属する区特別簡易型特別簡易型特別簡易型特別簡易型のののの土木工事土木工事土木工事土木工事

と同一の区に主たる営業所を有する者に，更に する。0000....5555点加点点加点点加点点加点

４４４４ 低入札価格調査基準価格等低入札価格調査基準価格等低入札価格調査基準価格等低入札価格調査基準価格等のののの改正改正改正改正

((((1111)))) 調査基準価格調査基準価格調査基準価格調査基準価格のののの改正改正改正改正

平成２０年４月，中央公共工事契約制度運用連絡協議会の低入札価格調査基準

価格モデル（中央公契連モデル）が改正されたことを受け，工事の低入札価格調

査基準価格（以下「 」という ）を，現行の税抜き許容価格の75％調査基準価格調査基準価格調査基準価格調査基準価格 。

から，

直接工事費直接工事費直接工事費直接工事費××××95959595％＋％＋％＋％＋共通仮設費共通仮設費共通仮設費共通仮設費××××90909090％＋％＋％＋％＋現場管理費現場管理費現場管理費現場管理費××××60606060％＋％＋％＋％＋一般管理費一般管理費一般管理費一般管理費××××30303030％％％％

（小数点以下切捨て。ただし，計算式により得られた額が税抜き許容価格の75

％未満の場合は税抜き許容価格の75％，税抜き許容価格の85％を超える場合は

税抜き許容価格の85％とする ）。

に改めるとともに，低入札価格調査対象工事（以下「対象工事」という ）ごと。

に する。開札時開札時開札時開札時にににに公表公表公表公表

((((2222)))) 数値的失格基準数値的失格基準数値的失格基準数値的失格基準のののの改正改正改正改正

岡山県の数値的失格基準の改正にあわせ， を，数値的失格基準数値的失格基準数値的失格基準数値的失格基準

ア （現行：75％）未満直接工事費直接工事費直接工事費直接工事費 85858585％％％％

イ （現行：積上げ分75％，率計上分70％）未満共通仮設費共通仮設費共通仮設費共通仮設費 70707070％％％％

エ 現場管理費 40％（現行どおり）未満

オ 一般管理費 50％（現行どおり）未満

に改めるとともに，開札後に調査基準価格未満の価格の入札書を提出した者（以

下「低入札価格入札者」という ）全員を対象に，数値的失格基準に該当するか。

どうかの予備調査を行い，１つでも該当する項目がある場合は失格とし，以後の

調査は行わないこととする。

， ， 。ただし 特例政令の対象となる工事については 数値的失格基準は適用しない

((((3333)))) 入札参加制限入札参加制限入札参加制限入札参加制限のののの拡大拡大拡大拡大

対象工事の入札において，低入札価格入札者が，入札参加資格の確認を行う対

確認対象者 契約確認対象者 契約確認対象者 契約確認対象者 契約のののの履履履履象者（以下「 」という ）となった場合は，当該入札に係る。

（確認対象者が落札者とならなかったときは，当該入札の行行行行がががが完了完了完了完了するまでのするまでのするまでのするまでの間間間間

， ものとする。落札者落札者落札者落札者をををを決定決定決定決定するまでのするまでのするまでのするまでの間 他間 他間 他間 他のののの対象工事対象工事対象工事対象工事のののの入札入札入札入札にににに参加参加参加参加できないできないできないできない）

， ，この場合において 確認対象者が現に他の対象工事の入札に参加しているときは

当該確認対象者の行った とする。他他他他のののの対象工事対象工事対象工事対象工事のののの入札入札入札入札をををを無効又無効又無効又無効又はははは失格失格失格失格

５５５５ 最低制限価格計算式最低制限価格計算式最低制限価格計算式最低制限価格計算式のののの改正改正改正改正

調査基準価格の改正に伴い， を，現行の工事工事工事工事のののの最低制限価格最低制限価格最低制限価格最低制限価格のののの計算式計算式計算式計算式

・ 許容価格×0.75＋（有効入札価格（無効，許容価格の75％未満及び許容価
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格の95％以上を除く。以下同じ ）の平均－許容価格×0.75）×（ 有効価。 （

格の最高入札率－有効入札価格の最低入札率）／0.2） 75％から85％の間

から，調査基準価格と同じ，

直接工事費直接工事費直接工事費直接工事費××××95959595％＋％＋％＋％＋共通仮設費共通仮設費共通仮設費共通仮設費××××90909090％＋％＋％＋％＋現場管理費現場管理費現場管理費現場管理費××××60606060％＋％＋％＋％＋一般管理費一般管理費一般管理費一般管理費××××30303030％％％％

（小数点以下切捨て。ただし，計算式により得られた額が税抜き許容価格の75

％未満の場合は税抜き許容価格の75％，税抜き許容価格の85％を超える場合は

税抜き許容価格の85％とする ）。

に改めるとともに， 最低制限価格を する。開札時開札時開札時開札時にににに 公表公表公表公表

６６６６ 小規模工事対象工事小規模工事対象工事小規模工事対象工事小規模工事対象工事のののの改正改正改正改正

となる工事を，設計金額 （現行：130万円） に改め小規模工事小規模工事小規模工事小規模工事のののの対象対象対象対象 250250250250万円 以下万円 以下万円 以下万円 以下

る。

（平成２１年４月実施予定）第第第第４４４４ 物品契約関係物品契約関係物品契約関係物品契約関係

○○○○ 一般競争入札一般競争入札一般競争入札一般競争入札のののの対象拡大対象拡大対象拡大対象拡大

一般競争入札一般競争入札一般競争入札一般競争入札のののの対象対象対象対象 160160160160万円万円万円万円（（（（製製製製物品の を，原則として随意契約を除く許容価格

（現行：500万円以上）に拡大し，許容価格1,000万円超20造造造造のののの請負請負請負請負はははは250250250250万円万円万円万円））））超超超超

万ＳＤＲ（3,500万円）未満は電子入札を，160万円（製造の請負は250万円）超1,0

00万円以下及び20万ＳＤＲ（3,500万円）以上は郵便入札を実施する。

なお，平成２２年度以降電子入札の対象を順次拡大していく予定。

（平成２１年４月実施予定）第第第第５５５５ 委託契約関係委託契約関係委託契約関係委託契約関係

１１１１ 建設建設建設建設コンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタント業務等一般競争入札実施要綱業務等一般競争入札実施要綱業務等一般競争入札実施要綱業務等一般競争入札実施要綱のののの改正改正改正改正

建設コンサルタント業務等の を，随意契約を除く許容価格一般競争入札一般競争入札一般競争入札一般競争入札のののの対象対象対象対象

（現行50万円超）に改めるとともに，許容価格150万ＳＤＲ（2億6,000万100100100100万円超万円超万円超万円超

円）未満は電子入札を，それ以上は郵便入札を実施する。

２２２２ 建設建設建設建設コンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタント業務等低入札価格調査実施要綱業務等低入札価格調査実施要綱業務等低入札価格調査実施要綱業務等低入札価格調査実施要綱のののの改正改正改正改正とととと最低制限価格最低制限価格最低制限価格最低制限価格のののの設定設定設定設定

((((1111)))) 最低制限価格最低制限価格最低制限価格最低制限価格のののの設定設定設定設定

低入札価格調査低入札価格調査低入札価格調査低入札価格調査のののの対象対象対象対象 1111,,,,000000000000万円以上万円以上万円以上万円以上建設コンサルタント業務等の を許容価格

（ ） ， 。現行全ての入札 に改め については を する1111,,,,000000000000万円未満 最低制限価格 設定万円未満 最低制限価格 設定万円未満 最低制限価格 設定万円未満 最低制限価格 設定

((((2222)))) 入札参加制限入札参加制限入札参加制限入札参加制限のののの拡大拡大拡大拡大

適正な契約の履行を確保する観点から，当分の間，低入札価格調査対象入札に

おいて，低入札価格入札者が確認対象者となった場合又は最低制限価格設定入札

において税抜き許容価格の75％未満の価格の入札書を提出した者が確認対象者と

なった場合は，当該入札に係る （確認対象者が落契約契約契約契約のののの履行履行履行履行がががが完了完了完了完了するまでのするまでのするまでのするまでの間間間間

落札者落札者落札者落札者をををを決定決定決定決定するまでのするまでのするまでのするまでの間 他間 他間 他間 他のののの入札入札入札入札札者とならなかったときは，当該入札の ，）

ものとする。この場合において，確認対象者が現に他の入札に参にににに参加参加参加参加できないできないできないできない

加しているときは，当該確認対象者の行った とする。他他他他のののの入札入札入札入札をををを無効又無効又無効又無効又はははは失格失格失格失格

税抜税抜税抜税抜きききき許容価格許容価格許容価格許容価格ののののこれに伴い，迅速な落札者決定のため，事後審査において，

から，入札参加資格確認申請書及び添75757575％％％％未満未満未満未満のののの価格価格価格価格のののの入札書入札書入札書入札書をををを提出提出提出提出したしたしたした者全員者全員者全員者全員

付書類の提出を求めることとする。

((((3333)))) 最低制限価格最低制限価格最低制限価格最低制限価格のののの計算方式計算方式計算方式計算方式

最低制限価格の を計算式計算式計算式計算式

直接費等直接費等直接費等直接費等××××60606060％＋％＋％＋％＋間接費等間接費等間接費等間接費等××××30303030％％％％
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※ 直接費等 直接測量費・直接調査費・直接業務費・直接人件費・直接費

・直接採水費，間接調査費（運搬費，準備費，仮設費，安全費，借地料，

旅費交通費，施工管理費，営繕費等 ，特別経費（RIBC利用料，PUBDIS登）

録料等）をいう。

※ 間接費等 諸経費，技術料等経費，技術経費をいう。

とするとともに， に最低制限価格を する。開札時 公表開札時 公表開札時 公表開札時 公表

３３３３ 委託等一般競争入札委託等一般競争入札委託等一般競争入札委託等一般競争入札のののの試行試行試行試行にににに関関関関するするするする要綱要綱要綱要綱のののの改正改正改正改正

建設コンサルタント業務等を除く委託等の は，現行と同じ許一般競争入札一般競争入札一般競争入札一般競争入札のののの対象対象対象対象

20202020万万万万ＳＤＲ（ＳＤＲ（ＳＤＲ（ＳＤＲ（3333,,,,500500500500万円万円万円万円）））） 事後審査型事後審査型事後審査型事後審査型のののの郵便入郵便入郵便入郵便入容価格 以上とするが，入札方法は，

（現行：事前審査型の通常入札）とし，入札回数は （現行：３回まで）に改札札札札 １１１１回回回回

める。

なお，平成２２年度以降一般競争入札及び電子入札の対象を順次拡大していく予

定。

第第第第６６６６ 平成平成平成平成２２２２２２２２年度以降年度以降年度以降年度以降のののの改正予定改正予定改正予定改正予定

１１１１ 工事工事工事工事のののの格付等級決定方式格付等級決定方式格付等級決定方式格付等級決定方式のののの変更変更変更変更

工事の格付等級決定方式を現在の等級ごとの構成比率による方法から，経営事項

審査に基づき算定された総合評定値に主観点数を加算した総合数値による決定方式

に改める方向で検討する。

２２２２ 電子入札電子入札電子入札電子入札のののの対象拡大対象拡大対象拡大対象拡大

物品，委託関係も含め，電子入札の対象を順次拡大し，最終的には随意契約（見

積合わせ）についても電子入札を実施する予定。

３３３３ 優良工事施工業者表彰優良工事施工業者表彰優良工事施工業者表彰優良工事施工業者表彰にににに伴伴伴伴うううう優遇措置優遇措置優遇措置優遇措置のののの見直見直見直見直しししし

総合評価一般競争入札の対象拡大に伴い，優良工事施工業者表彰受賞者に対する

優遇措置のあり方について検討する。


